
松戸市公用電気自動車
車体広告申請について



公告申請の流れ

①a広告掲載申請
b屋外広告物許可申請

都市計画課環境政策課

環境政策課 が代理提出

環境政策課 が代理受領

事業者様からの提出書類は赤字
松戸市からの送付書類は青字
で記載しております。

・松戸市広告掲載申込結果通知書
・納付書等（広告掲載料）
・屋外広告物許可申請手数料の納付について
・納付書等（屋外広告物許可申請手数料）

・屋外広告物等表示（設置）許可書
・広告掲載状況写真

環境政策課 が代理受領

②広告審査
③結果通知

⑥発送

⑩広告施工

④審査

⑤納付書発行

⑨許可

⑦受領

⑧各種支払

⑪受領

支払確認後

オンライン申請
になりました



①-a電気自動車広告掲載申込申請手続き

①

①松戸市広告掲載申込書

②広告原稿案(※新デザインの場合)
提出書類

令和５年度よりオンライン申請による手続きとなりました。

オンライン申請にてお手続きいただくと広告掲載申込書が作成されます。



①-b屋外広告物許可申請手続きについて

①

①屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書 ④広告物等の天然色写真

②広告掲載箇所図面 ⑤結果通知書(写し)

③公用電気自動車駐車場所見取図 ②～⑤：環境政策課で用意します。

提出書類

オンライン申請にてお手続きいただくと屋外広告物等表示(設置)許可更新申請書も作成されます。

(環境政策課より都市計画課に代理で提出させていただきます。)

②
③

④ ⑤



⑥広告審査及び結果通知の送付について

①

①松戸市広告掲載申込結果通知書

②納付書等（広告掲載料）

③屋外広告物許可申請手数料の納付について

④納付書等（屋外広告物許可申請手数料）

送付書類

環境政策課で広告審査をし、結果通知および納付書等の送付をさせていただきます。

併せて都市計画課より納付書等の送付をいたします。

②④



⑧各種支払について

環境政策課で広告掲載に係る納付書、都市計画課で屋外広告物許可申請に係る納付書をお渡
しさせていただきますので、お近くの金融機関でお支払いくださいますようお願い致します。(市役所
1階にございます千葉銀行でもお支払いいただけます。)

3枚つづり納付書

①広告掲載1箇所につき50,000円の料金になります。

証明書のご提出は不要です。

②手数料として1箇所につき1,150円の料金になります。

証明書のご提出は不要です。



⑨⑩屋外広告物許可審査及び結果通知の送付について

①屋外広告物等表示(設置)許可書

②ステッカー貼付状況写真
送付書類

お支払い確認後、都市計画課で屋外広告物に係る許可審査を行います。許可が下りた後、結果
通知とステッカーが発行され、環境政策課が代理で受領ステッカーを車両に貼らせていただきます。

②ステッカー①
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